
９月以降も必要な方…

　　マイナンバーカードを使って受診される場合は申請不要です。

　　※マイナンバーカードを保険証として利用するには、申込みが必要です。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。

　　保険証を使って受診される方は 「健康保険限度額適用認定申請書」 を健保へご提出ください。

　　※入院・診療開始日（予定）には令和５年９月１日以降の日付をご記入ください

●健康保険限度額適用認定申請書の手続き方法については

　 トヨタ車体健保ＨＰ「医療費が高額になったとき」をご確認下さい

健保HPはこちら →　　 

健康保険限度額適用認定証

をお持ちの方へ

ご確認ください！

有効期限が令和５年８月３１日

となっているものは

健保へご返却をお願いいたします見本
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https://www.ty-kenpo-kikin.or.jp/kenpo/application_index/expensive_b

